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専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議（第２０回）における 

主な意見の概要 

 

全体論 

 
○ 社会において、専修学校教育の機能は非常に大きく、職業実践専門課程を入口として

議論しつつ、専修学校全体の課題も視野に入れていく必要がある。その際、自由度の高

い専修学校制度による教育の多様性も重要な要素であることに留意することが必要。 

 

○ 今後の論点の主な観点例について、これは何のために、誰のためにということを明確

にすることで結論が得られていくのではないか。職業実践専門課程については他の高等

教育機関と同等の支援を行うことを目指して議論を進めるべき。 
 

 

教育の可視化・体系化 

 

○ 教育の可視化・体系化などいくつか論点が提示されているが、専修学校、専門学校、

職業実践専門課程のいずれを射程とするのか明確にした上で、資料でも統一しつつ議論

を進めるべきではないか。 

 

○ 専修学校における「職業教育のマネジメント」が何なのか定義しておくべきではない

か。例えば、要素として人、組織、教育業務、資源などの組織的運営などが記述されて

いるが、これに加え、職業教育の諸問題に関する情報のマネジメントと、生徒・学生の

自主的活動という面も重要なのではないか。高等教育段階では、こうした側面が非常に

重要であり、視点として取り入れることが必要ではないかと考える。 
 
○ 職業実践専門課程に焦点をあてつつ、将来的には専修学校全体の職業教育のマネジメ

ントも議論していく必要がある。例えば、専門学校におけるステークホルダーにおいて、

顧客とは企業であるのか、学生・生徒であるのか等様々な議論が考えられる。 
 

 

企業等連携（地域社会を含む） 

 

【連携関係】 

○ 専修学校制度の変遷を捉えると、かつてはいわゆる手に職をつける学校というイメー

ジであった時代もあったが、その次の段階は資格又は業務に対する対応技術を教授する

場であり、現在は職業実践専門課程を中心として、働き方がいわゆるメンバーシップ型

からジョブ型に変わっていく中での専門学校における育成機能、例えば、建築における

最新技術であるＢＩＭの技術者、ＣＧの技術者、ＡＩに関わるプログラミングの技術者
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など、これから社会で大変重要な役割を担う人材養成機能を担うのが職業実践専門課程

であると言えるのではないか。「社会構造の変化を踏まえ、デジタル人材をはじめとする

実践的な専門職業人を養成する専修学校の今後の役割等を踏まえた検討」はまさに職業

実践専門課程を中心に積極的に検討すべき。 

 

○ 一方で、従来型の技術者育成についても、ニーズがある限り置き去りにすることはで

きず、例えば、職業教育のマネジメント概念図で包含する人材育成は非常に多様であり、

こうした制度的自由度の高さが専修学校の大きな特徴であるということについても理解

をいただく必要がある。 

 
○ 実践的な職業教育を担う専門学校においては、産業界、専門学校、高等学校を繋ぐ取

組が全国に広がり、各地域課題を地元産業界や企業等とともに解決するための連携強化

を図ることが重要であり、企業等と専門学校が高等学校を含めた地域社会を巻き込んで

推進することが効果的ではないか。 
 
○ 企業等との連携が非常に重要視されていることがわかるが、実態として、専修学校か

ら企業等へのアプローチについては、待ちの姿勢が多く、まだまだ弱いと思っている。

特に地方では、中小企業が中心となるが、常に人材を求めており、むろん大学も同様だ

が、専修学校の卒業生は、地域や企業等との連携において企業側が人材を獲得するとい

うことでは、よい関係を築けていけると思うので、留学生も含めた受入や連携体制につ

いて工夫を図りつつアプローチをもっとしっかりしていただきたいと考える。 
 
○ 企業のみならず、ＮＰＯを含む地域社会との関係が重要ではないか。そのためには、

認知度の向上のための広報活動の充実や情報発信、具体的には企業ニーズ、地域ニーズ

を把握し、自治体を含めた行政との連携や働き掛けをなお一層積極的に行う必要がある。 
 

【職業実践専門課程認定要件関係】 
○ 職業実践専門課程の充実という観点で重要なことは、しっかりとした産学連携プログ

ラムである。特に連携する企業等での実習が充実したものになっているかどうかであり、

そうした点を意識したアプローチを今後の検討事項として取り上げていく必要があるの

ではないかと考える。 
 
○ 職業実践専門課程の認定要件の趣旨は、企業との連携による実践的な職業教育の実現

であり、企業等と連携した教育課程の編成ということはもとより、それを基軸とする企

業等での実習、また企業と連携した教員研修などは、不断かつ有効的に取り組まなけれ

ばならない。これは、一企業人、すなわち属人的な視点で人材像や要件というものを定

めるのではなく、分野ごとの職業または業界としての統一した人材像や要件というもの

を確立して教育課程の編成に資することが肝要である。 
 

○ 実態調査では、各学校の書類記載の表現方法にも一定の課題はあるものの、認定要件
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を充足して実質化していると考えられるとされた学科は決して多くなく、そうでない学

校では職業実践専門課程の認定要件を形式的にクリアするということで満足をしてしま

い、変化の激しい社会の中で企業との密接な連携によって、絶えず養成すべき人材像や、

それを具現化する要件というものを見いだして、それを基に教育課程を編成していくと

いう姿勢を持ち続けていないのではないかという意見もある。 
 
○ 職業実践専門課程における研修要件の見直しについては重要な観点であり、実践性が

高い教育が求められる中で、組織的な支援体制が必要である。 
 
【高等学校との関係】 
○ コロナ禍の中で、三年生については、職業分野、学校を選ぶことの実態経験の機会が

減っており、時間だけが経過している状況である。専修学校側からもサポートできる方

法等があれば検討していくべき。 
 

○ 職業実践専門課程制度については、高校現場でまだまだ浸透しておらず、高校の先生

が知らなければ保護者も生徒も知らないという悪循環になっている。引き続き認定学科

を増やしたり、周知活動を行うことも充実を図る要素だと考える。 

 

 

第三者評価を含む学校評価 

 
○ 学校関係者評価については、学校関係者評価委員会が主体的に運営することとされて

いるが、多くの学校ではその独立性が必ずしも十分に確保されているとは言えず、実質

的に自己評価の一部としての位置づけになっている場合もあるのではないか。このため、

とりわけ分野ごとの教育課程編成の実施という意義から、分野別の第三者評価への取組

について検討を進めていく必要があり、企業等連携や職業教育のマネジメントがその中

核をなしていくものと思う。 
 
○ 学校関係者評価の位置付けについては、まだ曖昧なところがあり、第三者評価とどの

ように組み合わせて機能させ、その評価結果を活用していくかは機能するようにすると

いうことは非常に重要あり、第三者評価がどうあるべきかにもつながってくる。 
 
○ 第三者評価については、社会がいかに利用できるような仕組みを導入するかの観点も

重要であり。このことを考えると、第三者評価が学修成果の質を保証するという視点が

必要である。職業実践専門課程では、これらが有機的に連携して機能していくことを考

える必要がある。 
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リカレント教育 

 

○ 想定される論点には、社会人を対象としたリカレント教育については、専門学校も含

めて高等教育全体として重要な要素である。はっきりと打ち出されていないが、きちん

と取り上げる必要がある。職業実践専門課程においても、対応できている部分と十分な

検討ができていない点もあり、整理していくことが必要。 
 

○ リカレント教育は大学も重要な役割を担っているが、多様な意味がある。例えば企業

が社員教育の一環として大学や専門学校で一定期間最新の技術を身に付けさせるもの、

定年退職後の生涯学習、現役の学生ではダブルスクールなどで大学と専門学校との間で

出入りする者もおり、企業と専門学校のみならず、大学と専門学校の連携や情報共有の

視点も重要。 

 

 

専修学校制度 

 
○ オンライン教育については、例えば複数の学校が連携して同じ教育プログラムを開発

することができるようになることもポイントになると考えるが、この協力者会議でも知

恵を出していきたい。 

 
○ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）への言及があるが、本来は、制度改革

や業務改善への視点として取り組む必要があるのだが、どちらかというと言葉が先行し

ており、まだまだＩＴの域を出ていないのではないか。 

 
○ 職業実践専門課程における質保証の議論では、専門職大学との関係も考えられ、これ

までの専修学校に関する議論が一定の完結を得たように見えるが、このことを踏まえた

専門学校のさらなる改革の必要性等について十分に議論できているとは必ずしも言えな

い。例えば、専門学校における新しい教育プログラムの開発や、質保証・向上の推進の

ための財政支援も所轄庁である都道府県がそれぞれ実施すればよいというわけではなく、

認定要件が不適合と判断される場合の認定取消を積極的に行うことも含めて、多角的に

検討する必要があるのではないか。 
 

○ 当面、職業実践専門課程に焦点をあてて議論を行うとして、専門学校の主たる修業年

限は２年～３年制であるが、１年制における課程のあり方や４年制以上のうち高度専門

士の称号付与や大学院入学資格がある課程について、例えば学習成果到達度のレベルや

評価などにおける論点もあり得るのではないか。例えば、高等教東京規約の発効による

高等教育の国際通用性を踏まえた質保証のあり方を考える場合でも、専門士の称号付与

ができる課程は２年制以上であり、専修学校制度の中で、修業年限に応じて教育の質に

関する複数の仕組みが存在しており、１年制課程のような短期プログラムの認定制度の

対象ではあるものの、正規課程としての体系性も含めた制度の点検が必要。 


